
静岡市清水地区ＬＲＴ導入検討協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 静岡市は、ＬＲＴ導入可能性調査業務の実施に当たり、清水地区におけるＬＲＴの導

入に係る課題とその対応策について、関係者から意見を聴くため、静岡市清水地区ＬＲＴ導

入検討協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）ＬＲＴ 次世代型路面電車システムをいう。 

（２）ＬＲＴ導入可能性調査業務 静岡市へのＬＲＴ導入に関する提言書（平成23年12月27日

静岡市ＬＲＴ導入研究会作成）において示されたＬＲＴ沿線における利用者の確保その他

のＬＲＴの導入に係る課題とその対応策を踏まえ、当該課題とその対応策について詳細に

検討するとともに、ＬＲＴの運行計画、路線計画その他基本的な仕様及び関連事業を検討

し、市におけるＬＲＴ導入の可能性を調査する業務をいう。 

 （所掌事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を取りまとめ、市長に対し意見

を述べる。 

（１）ＬＲＴ沿線における利用者の確保及び創出に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、ＬＲＴ導入可能性調査業務の実施に関し市長が必要があると

認める事項 

（組織） 

第４条 協議会は、会員12人以内をもって組織する。 

２ 会員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）ＬＲＴに関し優れた識見を有する者 

（２）清水地区の自治会、町内会等を代表する者 

（３）ＬＲＴの導入に関し継続的に検討している団体の代表者 

（４）清水地区の事業者及び経済団体の代表者 

（５）交通事業者の代表 

 （会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、会員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 



４ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する会員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、会員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、都市局都市計画部交通政策課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成24年12月13日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、第３条に規定する所掌事務が終了した時に、その効力を失う。 


